
12月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

１２
２７
月月曜日曜日

採
用
予
定
職
種
・
人
員

•
保
育
士　

若
干
名

受
験
資
格

　

 

昭
和
50
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

60
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
で
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
方

　
　

① 

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方

　
　

② 

平
成
23
年
４
月
１
日
現
在

保
育
士
と
し
て
５
年
以
上

の
実
務
経
験
を
有
す
る
方

　

※ 

日
本
国
籍
を
有
さ
な
い
方
、

地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規

定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
す

る
方
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

受
付
期
間

　

11
月
25
日
㈭
〜
12
月
22
日
㈬

申
込
書

•
受
験
申
込
書（
町
指
定
）

•
健
康
診
断
書（
町
指
定
）

　

 （
受
験
申
込
書
・
健
康
診
断
書
は

総
務
課
窓
口
で
の
交
付
、
ま
た

町
職
員
を
募
集
し
ま
す

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

• 

写
真（
３
カ
月
以
内
に
撮
影
し

た
も
の
を
申
込
書
に
貼
付
）

•
卒
業
証
明
書

•
成
績
証
明
書

•
保
育
士
証
の
写
し

申
込
方
法

•
持
参
に
よ
る
申
し
込
み

　

 

受
付
期
間
内
の
土
・
日
曜
日
お

よ
び
国
民
の
祝
日
を
除
く
、
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま

で
の
間
に
、
総
務
課
庶
務
係
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

•
郵
送
に
よ
る
申
し
込
み

　

 

必
要
書
類
を
必
ず
封
筒
に
入
れ

特
定
記
録
郵
便
な
ど
の
確
実
な

方
法
に
よ
り
総
務
課
庶
務
係
ま

で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

12
月
22
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る

も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

　

 

た
だ
し
、
国
外
か
ら
の
郵
送
は
、

12
月
22
日
ま
で
に
到
着
し
た
も

の
に
限
り
ま
す
。

試
験
日
お
よ
び
場
所

• 

平
成
23
年
１
月
30
日（
日
）

• 

町
役
場
大
会
議
室（
予
定
）

　
（
申
込
者
に
別
途
通
知
）

採
用
予
定

　

平
成
23
年
４
月
１
日

給
与
等

　

 

御
代
田
町
職
員
給
与
条
例
等
の

定
め
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

※ 

こ
の
試
験
の
実
施
に
際
し
て
収

集
す
る
個
人
情
報
は
、
こ
の
試

験
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
の

み
利
用
し
ま
す
。

郵
送
宛
先

　

〒
３
８
９
―
０
２
９
２

　

 

御
代
田
町
大
字
御
代
田

 

２
４
６
４
―
２

　
　

御
代
田
町
役
場
総
務
課

問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
庶
務
係（
内
線
29
）

　

最
低
賃
金
制
は
、
最
低
賃
金
法

に
基
づ
き
、
国
が
賃
金
の
最
低
額

を
定
め
、
使
用
者
は
、
そ
の
金
額

以
上
の
賃
金
を
労
働
者
に
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
制
度
で
す
。

　

長
野
県
内
の
事
業
所
で
働
く
す

べ
て
の
労
働
者
と
労
働
者
を
一
人

で
も
使
用
し
て
い
る
す
べ
て
の
使

用
者
に
適
用
さ
れ
る「
長
野
県
最
低

賃
金
」が
、
平
成
22
年
10
月
29
日

か
ら
時
間
額
６
９
３
円
に
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
賃

金
の
確
認
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
と
な
る
賃
金
は
、

通
常
の
労
働
時
間
・
労
働
日
に
対

応
す
る
賃
金
で
、
臨
時
に
支
払
わ

れ
る
賃
金
、
精
皆
勤
手
当
、
通
勤

手
当
お
よ
び
家
族
手
当
な
ど
は
含

ま
れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

長
野
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

 

０
２
６（
２
２
３
）０
５
５
５

小
諸
労
働
基
準
監
督
署

 
０
２
６
７（
22
）１
７
６
０

お
知
ら
せ

長
野
県
内
の
最
低
賃
金

町県民税（４期分）

町営住宅使用料（12月分）
下水道負担金（３期分）

国民健康保険税（７期分）
後期高齢者医療保険料（６期分）

上水道使用料（12月期分）
大口11月使用分、一般10・11月使用分

下水道使用料（12月期分）
大口11月使用分、一般10・11月使用分、町営水道区域
　　　　　　　　一般８・９月使用分　佐久水道区域介護保険料（６期分）

保育料（12月分） 農集排使用料（12月期分）
８・９月使用分

個別排水使用料（12月期分）
10・11月使用分

　

12
月
10
日
㈮
か
ら
16
日
㈭
ま
で
は
、「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」で
す
。

　

国
民
的
な
課
題
で
あ
る
拉
致
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る

人
権
侵
害
問
題
に
つ
い
て
、
関
心
と
認
識
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先 

長
野
県
観
光
部
国
際
課　

０
２
６（
２
３
５
）７
１
７
３

啓
発
週
間 

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり1212月号 月号 （（88））　　



（広告欄）

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
方
に
対

し
て
、
電
話
・
文
書
・
訪
問
な
ど
に

よ
る
納
付
の
ご
案
内
や
免
除
な
ど

の
申
請
手
続
き
の
ご
案
内
を
民
間

業
者
へ
委
託
し
て
い
ま
す
。

　

小
諸
年
金
事
務
所
管
内
は
平
成

22
年
10
月
か
ら
委
託
事
業
者
が
㈱

ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト
に
変
更
に
な
り

ま
し
た
。

「
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に

 

ご
注
意
！
」

　

委
託
事
業
者
が
電
話
に
よ
り
納

付
の
ご
案
内
を
行
う
場
合
は
、
お

客
さ
ま
の
納
付
状
況
を
確
認
し
な

が
ら
、
厚
生
労
働
省（
日
本
年
金

機
構
）が
発
行
す
る
納
付
書
に
よ

り
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
依
頼

し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
銀
行
の
口

座
番
号
を
指
定
し
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操

作
に
よ
り
保
険
料
の
振
り
込
み
を

お
願
い
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
32
）２
５
５
４

　

小
諸
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

 

（
22
）１
４
８
２

　

宮
崎
県
で
猛
威
を
ふ
る
っ
た
口

蹄
疫
は
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
っ
て

い
る
偶
蹄
類（
ミ
ニ
ブ
タ
、
山
羊
、

羊
な
ど
）に
も
感
染
す
る
病
気
で

す
。

　

宮
崎
県
に
お
け
る
口
蹄
疫
は
平

成
22
年
８
月
27
日
を
も
っ
て
終
息

宣
言
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

い
ま
だ
世
界
各
地
で
は
発
生
し
続

け
て
お
り
、
い
つ
国
内
で
再
発
生

し
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ペ
ッ
ト
と
し
て
偶
蹄
類
を
飼
っ
て

い
る
ご
家
庭
は
、
口
蹄
疫
が
再
発

生
し
た
際
に
は
感
染
予
防
対
策
を

十
分
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

偶
蹄
類
と
は
…

　

 

牛
、
豚（
猪
）、
山
羊
、
羊
、
鹿
、

キ
リ
ン
、
ト
ナ
カ
イ
、
ラ
ク
ダ
、

リ
ャ
マ
な
ど
の
蹄

ひ
づ
め

が
二
つ
に
分

か
れ
て
い
る
動
物
で
す
。

※ 

口
蹄
疫
は
偶
蹄
類
の
伝
染
病
で

あ
り
、
人
に
感
染
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
農
政
係

 

（
内
線
64
・
27
）

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
が
交
付

さ
れ
て
い
る
障
が
い
者
の
方
に
税

法
上
適
用
さ
れ
る
障
害
者
控
除
は
、

基
準
を
満
た
し
た
場
合
、
手
帳
な

ど
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
65
歳

以
上
の
要
介
護
認
定
者
に
も
適
用

さ
れ
ま
す
。
基
準
に
該
当
し
控
除

対
象
者
の
認
定
書
を
交
付
さ
れ
た

方
に
つ
い
て
は
、
税
法
上
の
障
害

者
控
除
対
象
者
と
み
な
し
、
所
得

税
お
よ
び
住
民
税
の
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
以
前
認
定
書

が
発
行
さ
れ
て
い
る
方
は
、
介
護

度
や
心
身
の
状
況
に
変
化
が
な
い

場
合
に
限
り
引
き
続
き
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
の
で
、
再
申
請
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
申
請
基
準
と
認
定
の
流
れ

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

申
請
が
で
き
る
方
は
、
65
歳
以
上

の
要
介
護
度
３
〜
５
の
方
で
す
。

申
請
後
、
認
知
度
や
寝
た
き
り
度

に
つ
い
て
調
査
を
し
、
該
当
に
な

る
場
合
は
認
定
書
を
お
送
り
い
た

し
ま
す
。

◆
認
定
書
が
交
付
さ
れ
た
ら
…

　

認
定
書
に
有
効
期
限
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
介
護
度
や
心
身
の
状

況
に
変
化
が
な
い
限
り
毎
年
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

介
護
度
の
変
更
や
心
身
の
状
況

国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
業

務
を
民
間
委
託
し
て
い
ま
す

偶ぐ
う

蹄て
い

類る
い

を
飼
っ
て
い
る
方
へ

口
蹄
疫
の
感
染
予
防
対

策
を
お
願
い
し
ま
す

要
介
護
３
以
上
の
認
定
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
へ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
の
ご
案
内

に
よ
り
、
認
定
書
記
載
事
項
に
変

更
が
生
じ
た
場
合
、
も
し
く
は
認

定
書
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
再

度
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

交
付
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ

　

認
定
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場

合
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

 

（
31
）２
５
１
２

　町では、在宅において重度の要介護高齢者の介護をしてい
るご家族に対し、その労をねぎらうために家族介護慰労金を
支給してきました。介護を取り巻く環境が厳しくなる中、在
宅介護を続けておられる家族の皆さまに、より敬意を表し、
今年度より支給額を6万円から9万円に増額いたします。なお、
支給基準に該当するご家族の方には別途通知を送付します。

６万円から９万円に増額
～介護慰労金支給額増額のお知らせ～

（（99）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり1212月号月号


